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第 12回ど田舎にしかた祭り開催について 

 

１．ど田舎にしかた祭りについて 

  西方町の農業者・商業者・工業者が連携を図り、西方町の魅力を市内外に発信し、西方

町の発展に寄与することを目的として実施されている祭り。 

 

２．開催状況について 

  元々この祭りは、旧西方町主導の産業祭「にしかたいきいきふれあい祭り」として実施

されていたもの。新しい風を呼び込むため、地域の有志が集まり平成２３年度に「にしか

たふるさと祭り実行委員会」が誕生。その年から「ど田舎にしかた祭り」が始まり、これ

までにない企画を打ち出しており、地域の魅力を大いに発信し、地域の活性化に貢献して

いる。 

  今年で１２回目となるこの祭りは、自然災害や疫病にも負けずに開催している活力のあ

る祭り。例年一日を通して開催していたが、ここ２年は新型コロナウイルス感染症の影響

により、規模を縮小して半日の開催としている。今年も規模を縮小しての開催となる。 

 

３．開催概要 

  〇名  称 第 12回 ど田舎にしかた祭り 

  〇主  催 にしかたふるさと祭り実行委員会 

  〇日  時 １１月２７日（日）１３時～１７時 

  〇会  場 道の駅にしかた西側の田んぼ（栃木県栃木市西方町元４１１） 

  〇見どころ 田んぼを会場としてど田舎らしさを表現 

        江戸時代まで農民の娯楽として行われていたとされる、農村歌舞伎の舞台

を田んぼ上に再現し、舞台上では、演奏パフォーマンス等を実施 

田んぼに佇む舞台を背に広がる西方山、夕焼け、花火が織りなす景色 

        フィナーレを飾るべく花火の打ち上げを実施 

         

４．新型コロナウイルス感染症感染防止策について 

 国や県、栃木市での対応方針に従うとともに、各業種で作成されているガイドラインに基

づき対策を講じる。 

 

【特記事項】 

 (1)例年一日通して実施しているが、規模縮小とするため半日の開催とする 

(2)イベント内容は感染対策が取れる内容に限定する 

(3) 次の事項に該当する場合は来場を控えてもらうよう案内を行う 

 ・当日に発熱（３７.５℃以上）・咳・咽頭痛・味覚障害などの症状がある場合 

 ・新型コロナウイルス感染症陽性と判定された者との濃厚接触者 

 ・現在同居している家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

(4) 会場内での感染対策について 

 ・マスクの着用の徹底 

 ・手指消毒の呼びかけ 

 ・身体的距離の確保（人と人が触れ合わない程度の間隔の確保） 

(5) 飛沫の抑制の徹底 

  「演奏パフォーマンス時」については、大声を出さないように案内するとともに、その

ような人物を見つけた場合は個別に注意をする。 
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 (6)飲食の制限 

  祭り会場内における飲酒、食事、食べ歩きの自粛や飲食用に感染防止策を行ったエリア 

以外での食事を行わないことを呼び掛ける。（水分補給等は除く） 

 

５．祭り内容について 

・俵飛ばし大会 西方五千石と呼ばれる歴史ある米どころ西方の「自慢の米」をモチーフに、 

模倣した米俵を遠くに投げる競技。俵の重さは５㎏と２.５㎏。 

・薪積み大会 積み木の要領でどれだけ高く積み上げられるかを競う。 

・西方座談会 西方町の事業者による地域 PR。 

・打ち上げ花火 ７５発の花火が祭りのフィナーレとして冬の夜空を彩る。 

・農産物の販売 西方地域や県内産の新鮮な農産物を販売。また、地域農業者が地域の名産 

品として企てている「サツマイモ」を焼きイモとして提供。 

・西方城址紹介 西方の新名所として期待される西方城址の紹介コーナーを用意。 

 

 

 

 

 

【問い合わせ】 

 地域振興部 西方地域づくり推進課 

 担当：寺内・見目 

 電話：0282-92-0300 


